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令和5年7月13日　男女共同参画推進会議・女性活躍推進協議会

パートナーシップ制度導入済み自治体（12区）

No. 区名 制度名称
性別要件

（「性別」は戸籍上の性とする）
住所要件 根拠規定 証明書に記載可の家族 開始年月日

1 港区 みなとマリアージュ制度 同性・異性（事実婚除く） 双方または一方が区内在住なら可 条例・要綱 ー R2.4.1

2 文京区 文京区パートナーシップ宣誓 同性・異性（事実婚除く） 双方区内在住のみ可 条例・要綱 ー R2.4.1

3 墨田区 墨田区パートナーシップ宣誓制度 同性・異性 双方区内在住のみ可 条例・規則 子 R5.4.1

4 世田谷区 世田谷区パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓 同性・異性（事実婚除く） 双方区内在住のみ可 要綱・要領 ー H27.11.5

5 渋谷区 渋谷区パートナーシップ証明 同性のみ 双方区内在住のみ可 条例・規則 ー H27.11.5

6 中野区 中野区パートナーシップ宣誓制度 同性・異性（事実婚除く） 双方または一方が区内在住,在勤,在学なら可 要綱 子 H30.8.20

7 杉並区 杉並区パートナーシップ制度 同性・異性（事実婚除く） 双方区内在住のみ可 条例・規則 子 R5.4.24

8 北区 北区パートナーシップ宣誓制度 同性・異性（事実婚除く） 双方区内在住のみ可 要綱 ー R4.4.1

9 荒川区 荒川区同性パートナーシップ制度 同性・異性（事実婚除く） 双方または一方が区内在住なら可 要綱 ー R4.4.25

10 足立区 足立区パートナーシップ・ファミリーシップ制度 同性・異性（事実婚除く） 双方区内在住のみ可 要綱 ー R3.4.1

11 江戸川区 同性パートナー関係申出書受領証 同性のみ 双方区内在住のみ可 要綱 ー H31.4.1

12 豊島区 豊島区パートナーシップ制度 同性・異性（事実婚除く） 双方区内在住のみ可 条例・規則 ー H31.4.1

参考 東京都 東京都パートナーシップ宣誓制度 同性・異性（事実婚除く） 双方または一方が都内在住,在勤,在学なら可 条例・要綱 子 R4.11.1

導入検討中（2区）：江東区、板橋区

現時点で導入予定なし（9区）：千代田区、中央区、新宿区、台東区、品川区、目黒区、大田区、練馬区、葛飾区

（

ファミリーシップ制度導入済み自治体（２区）

No. 区名 制度名称
性別要件

（「性別」は戸籍上の性とする）
住所要件 根拠規定 証明書に記載可の家族 開始年月日

1 世田谷区 世田谷区パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓 同性・異性（事実婚除く） 双方区内在住のみ可 要綱・要領 子、親 R4.11.1

2 足立区 足立区パートナーシップ・ファミリーシップ制度 同性・異性（事実婚除く） 双方区内在住のみ可 要綱 子、親 R3.4.1

導入検討中（2区）：杉並区、豊島区

現時点で導入予定なし（19区）：千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区、中野区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、葛飾区、江戸川区

 「パートナーシップ制度・ファミリーシップ制度」特別区実施状況調査の集計結果


